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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記操作部で
操作が行われた場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を
受信する前の時期に実行可能であることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項２】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能な位置へ搬送する
原稿搬送機構と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
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　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出
手段により前記原稿トレイの原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段に
よる警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるこ
とを特徴とする原稿読取装置。
【請求項３】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　原稿を載置する原稿載置部と、
　前記原稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で閉塞される開閉可能な原稿カバーと、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記カバー開
閉検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段による警告
を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であることを特徴
とする原稿読取装置。
【請求項４】
前記通信スキャン制御手段は、前記読取手段による読取動作中に、前記検出手段により前
記原稿カバーの開放操作が検出された場合に、前記読取手段による読取動作を中断させる
ことを特徴とする請求項３に記載の原稿読取装置。
【請求項５】
前記通信スキャン制御手段は、前記読取手段による読取動作の中断後、前記検出手段によ
り前記原稿カバーの閉鎖が検出された場合に、前記読取手段による読取動作を再開させる
ことを特徴とする請求項４に記載の原稿読取装置。
【請求項６】
前記通信スキャン制御手段は、前記読取手段による読取動作を再開した場合に、前記通信
手段により前記端末装置へ読取動作を再開した旨を通知する通知信号を送信することを特
徴とする請求項５に記載の原稿読取装置。
【請求項７】
前記読取手段は、前記読取動作の再開後に、再び最初の読取開始位置から読取動作を開始
することを特徴とする請求項５または請求項６に記載の原稿読取装置。
【請求項８】
前記原稿カバーに設けられ、原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取
りが可能な位置へ搬送する原稿搬送機構を備えたことを特徴とする請求項３から請求項７
のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項９】
表示手段または鳴動手段の少なくともいずれかを備え、
　前記警告手段は、前記表示手段の表示による警告または前記鳴動手段の鳴動による警告



(3) JP 4477599 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

の少なくともいずれかを行うことを特徴とする請求項１から請求項８のいずれかに記載の
原稿読取装置。
【請求項１０】
前記警告手段は、前記通信手段により前記端末装置に警告動作を行わせる警告信号を送信
することを特徴とする請求項１から請求項９のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１１】
前記通信スキャン制御手段は、前記端末装置から送信される読取指令が特定の認証用情報
を有することを条件に、その端末装置に対する画像データの送信を許可することを特徴と
する請求項１から請求項１０のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１２】
前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理を実行する際に、ユーザによって前
記操作部から入力される認証用情報を取得し、この認証用情報と前記端末装置から送信さ
れる読取指令が有する認証用情報とが一致することを条件に、その端末装置に対する画像
データの送信を許可することを特徴とする請求項１１に記載の原稿読取装置。
【請求項１３】
前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記操作部からキャンセル指
令が入力された場合、または前記端末装置から前記通信手段を介してキャンセル指令が入
力された場合に、通信スキャン処理を中止することを特徴とする請求項１から請求項１２
のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１４】
前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記端末装置から前記通信手
段を介してキャンセル指令が送信された場合に、そのキャンセル指令が有する認証用情報
が前記操作部から入力された認証用情報と一致することを条件に、通信スキャン処理を中
止することを特徴とする請求項１２に記載の原稿読取装置。
【請求項１５】
前記通信手段による前記端末装置との間の通信可否を判断する通信監視部を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記通信監視部によって通
信不可と判断された場合に、前記通信スキャン処理を中止することを特徴とする請求項１
から請求項１４のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１６】
前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記読取手段による原稿の読
取エラーが生じた場合に、前記通信スキャン処理を中止することを特徴とする請求項１か
ら請求項１５のいずれかに記載の原稿読取装置。
【請求項１７】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　警告を行う警告手段と、
　前記読取手段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手
段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記操作部で
操作が行われた場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を
受信する前の時期に実行可能であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１８】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
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　原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能な位置へ搬送する
原稿搬送機構と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　前記読取手段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手
段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出
手段により前記原稿トレイの原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段に
よる警
告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であることを特
徴とする画像形成装置。
【請求項１９】
原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　原稿を載置する原稿載置部と、
　前記原稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で閉塞される開閉可能な原稿カバーと、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　前記読取手段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手
段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記カバー開
閉検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段による警告
を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であることを特徴
とする画像形成装置。
【請求項２０】
互いに通信回線を介して接続される原稿読取装置と端末装置とからなる原稿読取システム
であって、
　前記原稿読取装置は、
　原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
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　前記端末装置は、
　前記通信回線に接続される端末側通信手段と、
　前記読取指令を入力する指令入力手段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記操作部で
操作が行われた場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を
受信する前の時期に実行可能であることを特徴とする原稿読取システム。
【請求項２１】
互いに通信回線を介して接続される原稿読取装置と端末装置とからなる原稿読取システム
であって、
　前記原稿読取装置は、
　原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能な位置へ搬送する
原稿搬送機構と、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記通信回線に接続される端末側通信手段と、
　前記読取指令を入力する指令入力手段と、
　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出
手段により前記原稿トレイの原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段に
よる警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるこ
とを特徴とする原稿読取システム。
【請求項２２】
互いに通信回線を介して接続される原稿読取装置と端末装置とからなる原稿読取システム
であって、
　前記原稿読取装置は、
　原稿を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、
　原稿を載置する原稿載置部と、
　前記原稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で閉塞される開閉可能な原稿カバーと、
　外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
　ユーザによる入力操作が可能な操作部と、
　前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指
令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データ
を前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入
力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
　前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉検出手段と、
　警告を行う警告手段と、
　を備え、
　前記端末装置は、
　前記通信回線に接続される端末側通信手段と、
　前記読取指令を入力する指令入力手段と、
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　を備え、
　前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記カバー開
閉検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段による警告
を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であることを特徴
とする原稿読取システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿読取装置、画像形成装置及び原稿読取システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、原稿がセットされたスキャナ装置（原稿読取装置）の読み取り動作をネット
ワーク上の端末装置からの読取指令により行い、読み取った画像データを端末装置に供給
する技術が提案されている。このようなネットワークスキャンは、読取動作時の読取条件
等を端末装置にて詳細に設定することが可能であるという利点がある。しかしその反面、
スキャナ装置と端末装置とが離れた位置にあることが多いため、原稿をセットしたユーザ
がスキャン装置から離れている間に他のユーザの端末装置から読取指令が出されると、誤
ったユーザの端末装置に画像データが送信されてしまうおそれがある。
【０００３】
　このような問題の対応策として、例えば特許文献１のものでは、スキャナ装置に原稿が
セットされる際に、ユーザにＩＤを入力させ、そのＩＤが端末装置から送られてきたＩＤ
と一致する場合にその端末装置からの読取指令を受け付けて実行するように構成している
。これにより、他のユーザによる端末装置からの操作によって、誤った端末装置に画像デ
ータが送信される事態の防止を図ることができる。
【特許文献１】特開２００２－３３８５９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような従来の技術によっても、他のユーザによってスキャナ装置
に対して直接的にネットワークスキャンを阻害するような操作が行われる可能性がある。
即ち、他のユーザが、自動原稿送り装置（ＡＤＦ）にセットされた原稿を抜き取ったり、
原稿押さえカバーを開けたり、あるいはストップキー等のボタン操作を行ったりした場合
に、従来のものでは、適切な対策が取られていないために、ユーザが適切に対処すること
ができなかった。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、ネットワークスキャン
を阻害する操作が装置に対して直接的に行われた場合に、適切に対処することが可能な原
稿読取装置、画像形成装置及び原稿読取システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明に係る原稿読取装置は、原稿
を読み取ることで画像データを取得する読取手段と、外部の端末装置と通信可能に接続さ
れる通信手段と、ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手
段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたこと
に基づいて、前記読取手段によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端
末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキ
ャン制御手段と、警告を行う警告手段と、を備え、前記通信スキャン制御手段は、前記通
信スキャン処理の実行中において、前記操作部で操作が行われた場合に前記警告手段によ
る警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるとこ
ろに特徴を有する。
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【０００７】
　請求項２の発明に係る原稿読取装置は、原稿を読み取ることで画像データを取得する読
取手段と、原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能な位置へ
搬送する原稿搬送機構と、外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、ユーザに
よる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信
したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段
によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキ
ャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキャン制御手段と、前記原稿
トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と、警告を行う警告手段と、を備え、前記
通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出手段に
より前記原稿トレイの原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段による警
告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるところに
特徴を有する。
【０００８】
　請求項３の発明に係る原稿読取装置は、原稿を読み取ることで画像データを取得する読
取手段と、原稿を載置する原稿載置部と、前記原稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で閉
塞される開閉可能な原稿カバーと、外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、
ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段を介して読取指
令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに基づいて、前記
読取手段によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端末装置に送信する
通信スキャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキャン制御手段と、
前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉検出手段と、警告を行う警告手段と、を
備え、前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記カバ
ー開閉検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段による
警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるところ
に特徴を有する。
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項３に記載のものにおいて、前記通信スキャン制御手段は、前
記読取手段による読取動作中に、前記検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出さ
れた場合に、前記読取手段による読取動作を中断させるところに特徴を有する。
【００１０】
　請求項５の発明は、請求項４に記載のものにおいて、前記通信スキャン制御手段は、前
記読取手段による読取動作の中断後、前記検出手段により前記原稿カバーの閉鎖が検出さ
れた場合に、前記読取手段による読取動作を再開させるところに特徴を有する。
【００１１】
　請求項６の発明は、請求項５に記載のものにおいて、前記通信スキャン制御手段は、前
記読取手段による読取動作を再開した場合に、前記通信手段により前記端末装置へ読取動
作を再開した旨を通知する通知信号を送信するところに特徴を有する。
【００１２】
　請求項７の発明は、請求項５または請求項６に記載のものにおいて、前記読取手段は、
前記読取動作の再開後に、再び最初の読取開始位置から読取動作を開始するところに特徴
を有する。
【００１３】
　請求項８の発明は、請求項３から請求項７のいずれかに記載のものにおいて、前記原稿
カバーに設けられ、原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能
な位置へ搬送する原稿搬送機構を備えたところに特徴を有する。
【００１４】
　請求項９の発明は、請求項１から請求項８のいずれかに記載のものにおいて、表示手段
または鳴動手段の少なくともいずれかを備え、前記警告手段は、前記表示手段の表示によ
る警告または前記鳴動手段の鳴動による警告の少なくともいずれかを行うところに特徴を
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有する。
【００１５】
　請求項１０の発明は、請求項１から請求項９のいずれかに記載のものにおいて、前記警
告手段は、前記通信手段により前記端末装置に警告動作を行わせる警告信号を送信すると
ころに特徴を有する。
【００１６】
　請求項１１の発明は、請求項１から請求項１０のいずれかに記載のものにおいて、前記
通信スキャン制御手段は、前記端末装置から送信される読取指令が特定の認証用情報を有
することを条件に、その端末装置に対する画像データの送信を許可するところに特徴を有
する。
【００１７】
　請求項１２の発明は、請求項１１に記載のものにおいて、前記通信スキャン制御手段は
、前記通信スキャン処理を実行する際に、ユーザによって前記操作部から入力される認証
用情報を取得し、この認証用情報と前記端末装置から送信される読取指令が有する認証用
情報とが一致することを条件に、その端末装置に対する画像データの送信を許可するとこ
ろに特徴を有する。
【００１８】
　請求項１３の発明は、請求項１から請求項１２のいずれかに記載のものにおいて、前記
通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記操作部からキャンセル指令が
入力された場合、または前記端末装置から前記通信手段を介してキャンセル指令が入力さ
れた場合に、通信スキャン処理を中止するところに特徴を有する。
【００１９】
　請求項１４の発明は、請求項１２に記載のものにおいて、前記通信スキャン制御手段は
、前記通信スキャン処理中に、前記端末装置から前記通信手段を介してキャンセル指令が
送信された場合に、そのキャンセル指令が有する認証用情報が前記操作部から入力された
認証用情報と一致することを条件に、通信スキャン処理を中止するところに特徴を有する
。
【００２０】
　請求項１５の発明は、請求項１から請求項１４のいずれかに記載のものにおいて、前記
通信手段による前記端末装置との間の通信可否を判断する通信監視部を備え、前記通信ス
キャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記通信監視部によって通信不可と判断
された場合に、前記通信スキャン処理を中止するところに特徴を有する。
【００２１】
　請求項１６の発明は、請求項１から請求項１５のいずれかに記載のものにおいて、前記
通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理中に、前記読取手段による原稿の読取エ
ラーが生じた場合に、前記通信スキャン処理を中止するところに特徴を有する。
【００２２】
　請求項１７の発明に係る画像形成装置は、原稿を読み取ることで画像データを取得する
読取手段と、外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、ユーザによる入力操作
が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判
断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得
された画像データを前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前
記操作部からの入力により実行開始する通信スキャン制御手段と、警告を行う警告手段と
、前記読取手段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手
段と、を備え、前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、
前記操作部で操作が行われた場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処理を、前
記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるところに特徴を有する。
【００２３】
　請求項１８の発明に係る画像形成装置は、原稿を読み取ることで画像データを取得する
読取手段と、原稿トレイにセットされた原稿を前記読取手段による読み取りが可能な位置
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へ搬送する原稿搬送機構と、外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と、ユーザ
による入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段を介して読取指令を受
信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに基づいて、前記読取手
段によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端末装置に送信する通信ス
キャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキャン制御手段と、前記原
稿トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と、警告を行う警告手段と、前記読取手
段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手段と、を備え
、前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出
手段により前記原稿トレイの原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段に
よる警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であると
ころに特徴を有する。
【００２４】
　請求項１９の発明に係る画像形成装置は、原稿を読み取ることで画像データを取得する
読取手段と、原稿を載置する原稿載置部と、前記原稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で
閉塞される開閉可能な原稿カバーと、外部の端末装置と通信可能に接続される通信手段と
、ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段を介して読取
指令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに基づいて、前
記読取手段によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端末装置に送信す
る通信スキャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキャン制御手段と
、前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉検出手段と、警告を行う警告手段と、
前記読取手段により取得した画像データに基づく画像を被記録媒体上に印刷する印刷手段
と、を備え、前記通信スキャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前
記カバー開閉検出手段により前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段
による警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能である
ところに特徴を有する。
【００２５】
　請求項２０の発明に係る原稿読取システムは、互いに通信回線を介して接続される原稿
読取装置と端末装置とからなる原稿読取システムであって、前記原稿読取装置は、原稿を
読み取ることで画像データを取得する読取手段と、外部の端末装置と通信可能に接続され
る通信手段と、ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置から前記通信手段
を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判断されたことに
基づいて、前記読取手段によって取得された画像データを前記通信手段を介して前記端末
装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入力により実行開始する通信スキャ
ン制御手段と、警告を行う警告手段と、を備え、前記端末装置は、前記通信回線に接続さ
れる端末側通信手段と、前記読取指令を入力する指令入力手段と、を備え、前記通信スキ
ャン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記操作部で操作が行われた
場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処理を、前記読取指令を受信する前の時
期に実行可能であるところに特徴を有する。
【００２６】
　請求項２１の発明に係る原稿読取システムは、互いに通信回線を介して接続される原稿
読取装置と端末装置とからなる原稿読取システムであって、前記原稿読取装置は、原稿を
読み取ることで画像データを取得する読取手段と、原稿トレイにセットされた原稿を前記
読取手段による読み取りが可能な位置へ搬送する原稿搬送機構と、外部の端末装置と通信
可能に接続される通信手段と、ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端末装置か
ら前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信したと判
断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データを前記通信手段を
介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入力により実行開始
する通信スキャン制御手段と、前記原稿トレイ上の原稿の有無を検出する原稿検出手段と
、警告を行う警告手段と、を備え、前記端末装置は、前記通信回線に接続される端末側通
信手段と、前記読取指令を入力する指令入力手段と、を備え、前記通信スキャン制御手段
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は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記原稿検出手段により前記原稿トレイの
原稿が取り出されたことが検出された場合に前記警告手段による警告を行う独占モード処
理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるところに特徴を有する。
【００２７】
　請求項２２の発明に係る原稿読取システムは、互いに通信回線を介して接続される原稿
読取装置と端末装置とからなる原稿読取システムであって、前記原稿読取装置は、原稿を
読み取ることで画像データを取得する読取手段と、原稿を載置する原稿載置部と、前記原
稿載置部との間に原稿を挟んだ状態で閉塞される開閉可能な原稿カバーと、外部の端末装
置と通信可能に接続される通信手段と、ユーザによる入力操作が可能な操作部と、前記端
末装置から前記通信手段を介して読取指令を受信したか否か判断し、前記読取指令を受信
したと判断されたことに基づいて、前記読取手段によって取得された画像データを前記通
信手段を介して前記端末装置に送信する通信スキャン処理を前記操作部からの入力により
実行開始する通信スキャン制御手段と、前記原稿カバーの開閉状態を検出するカバー開閉
検出手段と、警告を行う警告手段と、を備え、前記端末装置は、前記通信回線に接続され
る端末側通信手段と、前記読取指令を入力する指令入力手段と、を備え、前記通信スキャ
ン制御手段は、前記通信スキャン処理の実行中において、前記カバー開閉検出手段により
前記原稿カバーの開放操作が検出された場合に前記警告手段による警告を行う独占モード
処理を、前記読取指令を受信する前の時期に実行可能であるところに特徴を有する。
【発明の効果】
【００２８】
　＜請求項１から請求項３、請求項８及び請求項１７から請求項２２の発明＞
　通信スキャン処理を実行する際に、操作部の入力操作や、原稿の取り出し、あるいは原
稿カバーの開放操作といったスキャン阻害操作が検出された場合には警告が行われる。こ
れにより、ユーザが適宜、通信スキャンを続行あるいは中止させるための処置を行うこと
が可能となる。
【００２９】
　＜請求項４の発明＞
　読取動作中に原稿カバーが開放されると、読み取りが正常に行われない可能性があるた
め、読取動作を停止することが望ましい。
【００３０】
　＜請求項５の発明＞
　読取動作の中断後、原稿カバーが閉じられた場合には、ユーザが原稿読取装置に戻って
再び通信スキャンのための操作を行わなくても読取動作を再開させることができるため、
使い勝手が良い。
【００３１】
　＜請求項６の発明＞
　原稿カバーが閉じられた後、読取動作を再開した場合には、原稿の位置が移動したり、
原稿が他の原稿に変えられたりという不都合がある可能性もあるので、読取動作が再開さ
れたことをユーザが把握できるようにすることが望ましい。
【００３２】
　＜請求項７の発明＞
　読取動作の再開時に、原稿の読み取りを中断した位置から開始すると、中断中に原稿の
位置が移動することにより読み取られた画像データの画像が一部欠落する等の可能性があ
る。本構成では、再び最初の読取開始位置から読み取りを行うため、画像データの欠落等
を防止することができる。
【００３３】
　＜請求項９の発明＞
　スキャン阻害操作が行われた際の警告を、装置に設けられた表示手段の表示または鳴動
手段の鳴動によって行うため、スキャン阻害操作を行ったユーザに対して効果的な警告を
行うことができる。



(11) JP 4477599 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

【００３４】
　＜請求項１０の発明＞
　通信手段により端末装置へ警告信号を送信することで、原稿読取装置から離れた場所に
いるユーザにも警告を行うことができる。これにより、スキャン阻害操作が行われたため
に、ユーザが所望の画像データを得られない可能性があることを把握することができる。
【００３５】
　＜請求項１１の発明＞
　端末装置から送信された読取指令が特定の認証用情報を有する場合にのみ、その端末装
置に対して画像データを送信するため、誤った端末装置に画像データを送信してしまう事
態を防止できる。
【００３６】
　＜請求項１２の発明＞
　通信スキャン処理を実行する際に、ユーザによって入力される認証用情報と端末装置か
らの読取指令が有する認証用情報とが一致することを条件に、画像データの送信を許可す
るため、原稿読取装置を多数のユーザが使用する場合でも、画像データの誤送信が確実に
防止できる。
【００３７】
　＜請求項１３の発明＞
　通信スキャン処理をユーザの指示によりキャンセルすることができるため、使い勝手が
良い。
【００３８】
　＜請求項１４の発明＞
　認証用情報を入力したユーザのみが通信スキャン処理のキャンセルを行うことができる
ため、他のユーザにより通信スキャン処理がキャンセルされることが防止される。
【００３９】
　＜請求項１５の発明＞
　原稿読取装置と端末装置との間の通信ができない状態においては、正常に通信スキャン
を実行することができないため、通信スキャン処理を中止することが望ましい。
【００４０】
　＜請求項１６の発明＞
　読取エラーが生じた場合には、正常に通信スキャンを実行することができないため、通
信スキャン処理を中止することが望ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　次に本発明の一実施形態について図１から図１１を参照して説明する。
　１．全体構成
　図１は、本発明の原稿読取装置及び画像形成装置の一例である複合機１の外観を示す斜
視図であり、図２は、原稿カバー３５を上げた状態を示す複合機１の斜視図である。この
複合機１は、プリンタ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能など各種の機
能を備えた多機能周辺装置である。複合機１は、用紙５上に画像を形成する画像形成部１
０を収容する本体部２と、本体部２の上方に設けられ原稿画像を読み取る原稿読取部３と
を備えている。
【００４２】
　（本体部）
　図３は、本体部２の概略構成を示す断面図である。なお、以下の説明では、同図におけ
る左側を前方とする。
【００４３】
　本体部２は、略箱形の本体ケーシング４を備えており、この本体ケーシング４内の底部
には、画像を形成するための用紙５（被記録媒体の一例）が複数枚積載される給紙トレイ
６（積載部の一例）が前方へ引き出し可能に設けられている。給紙トレイ６の前端上方に
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は、給紙ローラ７が設けられており、この給紙ローラ７の回転により給紙トレイ６内の最
上位に積載された１枚の用紙５が、給紙ローラ７の上方に設けられたレジストローラ８に
送り出される。レジストローラ８では、その用紙５を所定のタイミングで、後方のベルト
ユニット１１上へ送り出す。
【００４４】
　本体ケーシング４内における給紙トレイ６の上方には、画像形成部１０（印刷手段の一
例）が設けられている。画像形成部１０は、ベルトユニット１１と、４つのプロセスユニ
ット１２Ｍ，１２Ｃ，１２Ｙ，１２Ｋと、４つの露光部１３と、定着器１４とから構成さ
れている。
【００４５】
　ベルトユニット１１は、前後一対の支持ローラ１６，１７間に搬送ベルト１８を水平に
架設してなり、後側の支持ローラ１７が回転駆動されることにより循環移動し、その上面
に載せた用紙５を後方へ搬送する。搬送ベルト１８の内側には、後述のプロセスユニット
１２が有する各感光ドラム２６と対向配置される４つの転写ローラ１９が前後に並んで設
けられている。
【００４６】
　露光部１３は、それぞれ画像データの一色分に対応するレーザ光Ｌを光源から出射し、
そのレーザ光Ｌをポリゴンモータ２１により回転駆動されるポリゴンミラー等を介して、
感光ドラム２６の表面上に高速走査にて照射する。
【００４７】
　プロセスユニット１２Ｍ，１２Ｃ，１２Ｙ，１２Ｋは、それぞれマゼンタ（Ｍ）、シア
ン（Ｃ）、イエロー（Ｙ）、及びブラック（Ｋ）のトナーを収容するトナー収容室２３や
、供給ローラ２４、現像ローラ２５、感光ドラム２６、スコロトロン型帯電器２７等を備
えている。
【００４８】
　トナー収容室２３から放出されたトナーは、供給ローラ２４の回転により現像ローラ２
５に供給され、このとき、供給ローラ２４と現像ローラ２５との間で正に摩擦帯電される
。感光ドラム２６の表面は、その回転に伴って、まず、スコロトロン型帯電器２７により
一様に正帯電された後、露光部１３からのレーザ光Ｌにより露光され、用紙５に形成すべ
き画像に対応した静電潜像が形成される。次いで、現像ローラ２５の回転により、現像ロ
ーラ２５上のトナーが感光ドラム２６の表面に供給され、静電潜像が可視像化される。そ
の後、感光ドラム２６の表面上に担持されたトナー像は、用紙５が感光ドラム２６と転写
ローラ１９との間を通過する間に、転写ローラ１９に印加される転写バイアス電圧によっ
て、用紙５に転写される。
【００４９】
　定着器１４は、熱源を有する加熱ローラ２８と、用紙５を加熱ローラ２８側へ押圧する
加圧ローラ２９とを備えており、用紙５上に転写されたトナー像を紙面に熱定着させる。
そして、定着器１４により熱定着された用紙５は、上方へ搬送され、本体ケーシング４の
上面に設けられた排出トレイ３０上に排出される。
【００５０】
　（原稿読取部）
　原稿読取部３（読取手段の一例）は、図１及び図２に示すように、長方形の透明なガラ
ス板からなる原稿載置部３３を備えている。この原稿載置部３３上には、いわゆるフラッ
トベッド（ＦＢ）方式で原稿の読み取りを行う際に原稿が載置される。また、原稿載置部
３３の上方は、ＡＤＦ３４（原稿搬送機構の一例）を備えた原稿カバー３５により開閉可
能に覆われており、原稿載置部３３上の原稿を原稿載置部３３との間に挟むようにして原
稿カバー３５が閉じられるようになっている。この原稿カバー３５の下面における一角部
には、開閉状態を検出するためのカバー開閉センサ３８（カバー開閉検出手段の一例）が
設けられている。
【００５１】
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　ＡＤＦ３４は、複数枚の原稿を積載可能な原稿トレイ３６を備えている。この原稿トレ
イ３６には、原稿が載置されているか否かを検出するためのフォトセンサ等を利用した原
稿センサ３９（原稿検出手段の一例、図４参照）が設けられている。ＡＤＦ３４は、原稿
トレイ３６に載置された原稿を一枚ずつ搬送して、その原稿を次に述べるＣＣＤイメージ
センサ４０により読み取らせた後に排出する。
【００５２】
　原稿載置部３３の下側には、ＣＣＤイメージセンサ４０（図４参照）が設けられている
。このＣＣＤイメージセンサ４０は、前後方向に一列に並んで配置されたフォトダイオー
ドを備えており、光源より原稿に強い光を当てたときの反射光を個々のフォトダイオード
で受光し、原稿の画素毎に反射光の光強度（明度）を電気信号に変換する。原稿読取部３
では、これをＡ／Ｄ変換器（図示せず）にてデジタルデータ化することで、原稿上に形成
された画像を画像データとして読み取ることができる。
【００５３】
　原稿の読み取りは、原稿載置部３３上に原稿を載置して行う場合（ＦＢ読取）と、ＡＤ
Ｆ３４を利用する場合（ＡＤＦ読取）とがある。ＦＢ読取の場合には、原稿載置部３３の
板面に沿って左右方向にＣＣＤイメージセンサ４０が移動し、その際に１ラインずつ、原
稿載置部３３上の原稿の読み取りが行われる。また、ＡＤＦ読取の場合には、ＣＣＤイメ
ージセンサ４０が、原稿載置部３３の左端位置に固定され、原稿トレイ３６にセットされ
た原稿がＡＤＦ３４によって１枚ずつＣＣＤイメージセンサ４０による読み取りが可能な
位置に搬送されることで、各原稿の読み取りが行われる。
【００５４】
　原稿読取部３の前端部上面には、押し下げ操作が可能な各種のキーからなる操作部４２
が設けられており、この操作部４２により複合機１を動作させるための各種の入力操作が
可能となっている。さらに、原稿読取部３の前端部には、各種の情報を表示する液晶ディ
スプレイ等の表示部４３（表示手段及び警告手段の一例）と、警告音等を鳴らすことが可
能な鳴動部４４（鳴動手段及び警告手段の一例、図４参照）とが設けられている。
【００５５】
　２．電気的構成
　次に、複合機１と、この複合機１と通信回線５７を介して接続される１台または複数台
の端末装置５８とから構成される原稿読取システムの電気的構成について説明する。図４
は、この原稿読取システムの電気的構成を概念的に示すブロック図である。
【００５６】
　複合機１は、ＣＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３、不揮発性メモリ５４、制御部５５
、ネットワーク通信部５６、ファクシミリ通信部６０等を備えて構成された制御装置５０
を備えている。
【００５７】
　ＲＯＭ５２には、後述するネットワークスキャン処理を実行するためのプログラム等の
複合機１を制御するための各種制御プログラムや各種設定、初期値等が記憶されている。
ＲＡＭ５３は、各種制御プログラムが読み出される作業領域として、あるいは原稿の読み
取りによって得られた画像データ等を一時的に記憶する記憶領域として用いられる。
【００５８】
　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５２から読み出した制御プログラムに従って、その処理結果をＲ
ＡＭ５３又は不揮発性メモリ５４に記憶させながら、制御部５５を介して複合機１の各構
成要素を制御する。なお、ＣＰＵ５１は、本発明の通信スキャン制御手段、通信監視部と
しての機能を有する。
【００５９】
　ネットワーク通信部５６（通信手段の一例）には、通信回線５７を介して外部の端末装
置５８が複数台接続され、相互のデータ通信が可能となっている。
【００６０】
　ファクシミリ通信部６０には、電話回線６１が接続され、電話回線６１を介して外部の
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ファクシミリ装置（図示せず）との間で、画像データを含むファクシミリデータの送受信
が可能となっている。
【００６１】
　制御部５５は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）からなり、Ｃ
ＰＵ５１の制御により、先に説明した原稿読取部３、画像形成部１０、操作部４２、表示
部４３、鳴動部４４等の各部の動作を制御する。
【００６２】
　一方、端末装置５８は、ＣＰＵ６３、ＲＯＭ６４、 ＲＡＭ６５、ハードディスク６６
、キーボードやマウス等の操作部６７（指令入力手段の一例）、液晶ディスプレイ等の表
示部６８、ネットワーク通信部６９（端末側通信手段の一例）等を備えて構成されている
。ハードディスク６６には、後述する端末側ネットワークスキャン処理を実行するための
プログラム等が記憶されており、ＣＰＵ６３は、操作部６７から入力される起動指令に基
づき各プログラムをハードディスク６６から読み出して起動させる。
【００６３】
　３．ネットワークスキャン処理
　次にネットワークスキャンを実行する際の複合機１側の処理内容と、ネットワークスキ
ャンを指令する端末装置５８Ａ側の処理内容とについて説明する。
【００６４】
　（複合機側ネットワークスキャン処理）
　図５～図９は、複合機１におけるＣＰＵ５１の制御による処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【００６５】
　ネットワークスキャンを行う場合には、まずユーザにより原稿載置部３３または原稿ト
レイ３６に原稿がセットされ、続いて操作部４２のキー操作によりネットワークスキャン
が選択される。ＣＰＵ５１は、このキー操作を受けて図５のネットワークスキャン処理（
通信スキャン処理）を開始する。
【００６６】
　ＣＰＵ５１は、ネットワークスキャン処理を開始すると、まず表示部４３にスキャン独
占モードか通常スキャンモードかをユーザに選択させるためのモード選択表示を行う（Ｓ
１０１）。そして、スキャン独占モードが選択されなかった場合（即ち通常スキャンモー
ドが選択された場合）には（Ｓ１０２：Ｎｏ）、通常スキャン処理を実行する（Ｓ１０３
）。この通常スキャン処理については、詳細な説明は省略するが、以下に説明するスキャ
ン独占モード処理のようにスキャン機能の独占を行わずにネットワークスキャンを実行す
るものであり、即ち、端末装置５８から読取指令を受けた場合に、ＩＤの照合等を行うこ
となく、その読取指令に従って原稿の読取動作を行い、取得された画像データをその端末
装置５８に送信する処理を行う。
【００６７】
　また、スキャン独占モードが選択された場合には（Ｓ１０２：Ｙｅｓ）、表示部４３に
ＩＤ入力画面を表示して、ユーザに操作部４２からＩＤ（認証用情報）を入力させる（Ｓ
１０４）。ここでは、例えば、予め不揮発性メモリ５４に記憶されたユーザ名、端末装置
名等の情報を表示部４３に表示し、その中からネットワークスキャンを行うユーザ名や端
末装置名を選択させる。こうして入力されたＩＤにより、ネットワークスキャン機能を独
占する端末装置５８を特定し、そのＩＤ情報をＲＡＭ５３に記憶する。なお、以下の説明
では、ネットワークスキャン機能を独占する端末装置５８を独占端末５８Ａといい、それ
以外のものを非独占端末５８Ｂという。
【００６８】
　次に、原稿のセットが完了したことを確認するための確認メッセージを表示部４３に表
示する（Ｓ１０５）。ユーザにより原稿のセット完了を確認したことを示す操作部４２の
ＯＫキーが押されると、続いて原稿読取部３の原稿センサ３９により原稿トレイ３６上に
原稿が検出されるか否かを判断する（Ｓ１０６）。ここで、原稿トレイ３６上に原稿が検
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出された場合には（Ｓ１０６：Ｙｅｓ）、原稿読取部３にて原稿の読み取り動作を行う際
に、ＡＤＦ読取を行うように設定し（Ｓ１０７）、原稿トレイ３６上に原稿が検出されな
かった場合には（Ｓ１０６：Ｎｏ）、原稿読取部３にてＦＢ読取を行うように設定する（
Ｓ１０８）。
【００６９】
　続いて、ＣＰＵ５１は、スキャン独占モードをオンに設定し（Ｓ１０９）、次に述べる
スキャン独占モード処理を実行した後（Ｓ１１０）、スキャン独占モードを解除し（Ｓ１
１１）、このネットワークスキャン処理を終了する。
【００７０】
　（スキャン独占モード処理）
　ＣＰＵ５１は、スキャン独占モード処理を開始すると、図６に示すように、キー操作検
出・拒否処理（Ｓ２０１）、ＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理（Ｓ２０２）、原稿カバ
ー開閉検出・拒否処理（Ｓ２０３）を順に実行する。以下にこれらの各処理の内容につい
て順に説明する。
【００７１】
　（Ａ）キー操作検出・拒否処理
　ＣＰＵ５１は、キー操作検出・拒否処理を開始すると、図７に示すように、まず操作部
４２のキー操作が行われたか否かを判断し（Ｓ３０１）、キー操作が行われていない場合
には（Ｓ３０１：Ｎｏ）、このキー操作検出・拒否処理を終了する。キー操作が行われた
場合には（Ｓ３０１：Ｙｅｓ）、操作されたキーがストップキー、ファクシミリモードキ
ー、コピーモードキーのいずれかであるか否かを判断する（Ｓ３０２）。そして、操作さ
れたキーがこれらのいずれでもない場合には（Ｓ３０２：Ｎｏ）、鳴動部４４により拒否
音を鳴らし（Ｓ３０３）、このキー操作検出・拒否処理を終了する。
【００７２】
　また、操作されたキーがストップキー、ＦＡＸモードキー、コピーモードキーのいずれ
かであった場合には（Ｓ３０２：Ｙｅｓ）、表示部４３にスキャン独占モード中である旨
を表示するとともに、鳴動部４４から警告音を鳴らすことにより、キー操作を行ったユー
ザに対する警告を行う（Ｓ３０４）。
【００７３】
　続いて、表示部４３によりスキャン独占モードを継続するか、強制解除するかをユーザ
に選択させるための表示を行う（Ｓ３０５）。そして、強制解除が選択されなかった場合
（スキャン独占モードの継続が選択された場合）には（Ｓ３０６：Ｎｏ）、このキー操作
検出・拒否処理を終了する。
【００７４】
　また、スキャン独占モードの強制解除が選択された場合（即ちキャンセル指令が入力さ
れた場合）には（Ｓ３０６：Ｙｅｓ）、原稿読取部３が読取動作中か否かを判断する（Ｓ
３０７）。原稿読取部３が読取動作中でない場合には（Ｓ３０７：Ｎｏ）、スキャン独占
モードを解除する旨を通知する通知信号をネットワーク通信部５６を介して独占端末５８
Ａに送信する（Ｓ３０８）。そして、このキー操作検出・拒否処理を抜け、図５のＳ１１
１にてスキャン独占モードを解除し、ネットワークスキャン処理を終了する。
【００７５】
　またＳ３０７にて、原稿読取部３が読取動作中であった場合には（Ｓ３０７：Ｙｅｓ）
、読取動作のキャンセル（中止）及びスキャン独占モードの解除を行う旨を通知する通知
信号をネットワーク通信部５６を介して独占端末５８Ａに送信し（Ｓ３０９）、続いて、
読取キャンセル処理を行う（Ｓ３１０）。この読取キャンセル処理では、ＲＡＭ５３上に
記憶された画像データを削除したり、ＡＤＦ読取の場合には、ＡＤＦ３４によって読み取
り途中の原稿を送り出す等の処理を行う。そして、このキー操作検出・拒否処理を抜け、
図５のＳ１１１にてスキャン独占モードを解除し、ネットワークスキャン処理を終了する
。
【００７６】
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　（Ｂ）ＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理
　ＣＰＵ５１は、ＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理を開始すると、図８に示すように、
まずＡＤＦ読取に設定されているか否かを判断し（Ｓ４０１）、ＡＤＦ読取に設定されて
いない場合には（Ｓ４０１：Ｎｏ）、このＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理を終了する
。ＡＤＦ読取に設定されている場合には（Ｓ４０１：Ｙｅｓ）、原稿センサ３９により原
稿トレイ３６上に原稿が検出されるか否かを判断する（Ｓ４０２）。ここで、原稿トレイ
３６上に原稿が検出された場合（即ち原稿が取り出されていない場合）には（Ｓ４０２：
Ｙｅｓ）、このＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理を終了する。
【００７７】
　また、原稿トレイ３６上に原稿が検出されなかった場合（即ち原稿が取り出された場合
）には（Ｓ４０２：Ｎｏ）、原稿トレイ３６の原稿が取り出され、再セット待ちの状態で
ある旨を独占端末５８Ａに通知する通知信号（警告信号の一例）をネットワーク通信部５
６から送信する（Ｓ４０３）。続いて、表示部４３にスキャン独占モード中である旨を表
示するとともに、鳴動部４４から警告音を鳴らすことにより、原稿の抜き取りを行ったユ
ーザに対する警告を行う（Ｓ４０４）。そして、表示部４３にユーザに対して原稿トレイ
３６に原稿を再セットするように促す旨の表示を行う（Ｓ４０５）。
【００７８】
　次に、原稿センサ３９により原稿トレイ３６上に原稿が検出されるかを判断する（Ｓ４
０６）。そして、原稿が検出される場合には、操作部４２において原稿の再セット完了を
示すＯＫキーが押されたか否かを判断し（Ｓ４０７）、ＯＫキーが押された場合には、原
稿再セットが完了した旨を通知する通知信号をネットワーク通信部５６を介して独占端末
５８Ａに送信し（Ｓ４０８）、このＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理を終了する。
【００７９】
　また、Ｓ４０６にて、原稿トレイ３６上に原稿が検出されない場合（Ｓ４０６：Ｎｏ）
、若しくはＳ４０７にてＯＫキーが押されていない場合（Ｓ４０７：Ｎｏ）には、操作部
４２にてストップキーが押されたか否かを判断する（Ｓ４０９）。ここで、ストップキー
が押されていない場合には（Ｓ４０９：Ｎｏ）、Ｓ４０２で原稿センサ３９による原稿抜
き取りが検出された時点から、原稿再セットのタイムアウト時間が経過したか否かを判断
する（Ｓ４１０）。タイムアウト時間が経過していない場合には（Ｓ４１０：Ｎｏ）、Ａ
ＤＦ原稿の再セット待ち状態である旨を通知する通知信号をネットワーク通信部５６から
独占端末５８Ａに送信する（Ｓ４１１）。そして、Ｓ４０５に戻り、表示部４３により再
び原稿の再セットを促す表示を繰り返す。
【００８０】
　Ｓ４１０にて、タイムアウト時間が経過した場合には（Ｓ４１０：Ｙｅｓ）、原稿抜取
エラーが発生した旨と、スキャン独占モードを解除する旨とを通知する通知信号をネット
ワーク通信部５６から独占端末５８Ａに送信する（Ｓ４１２）。そして、このＡＤＦ原稿
抜き取り検出・拒否処理を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占モードを解除した後に
ネットワークスキャン処理を終了する。
【００８１】
　また、Ｓ４０９にて、ストップキーが押された場合には（Ｓ４０９：Ｙｅｓ）、表示部
４３にスキャン独占モード中である旨を表示するとともに、鳴動部４４から警告音を鳴ら
すことにより、ストップキーを押したユーザに対する警告を行う（Ｓ４１３）。
【００８２】
　続いて、表示部４３によりスキャン独占モードを継続するか、強制解除するかをユーザ
に選択させるための表示を行う（Ｓ４１４）。そして、強制解除が選択されなかった場合
（スキャン独占モードの継続が選択された場合）には（Ｓ４１５：Ｎｏ）、Ｓ４０５に戻
り、表示部４３により再び原稿の再セットを促す表示を繰り返す。また、スキャン独占モ
ードの強制解除が選択された場合には（Ｓ４１５：Ｙｅｓ）、Ｓ４１２に進み、原稿抜取
エラーが発生した旨と、スキャン独占モードを解除する旨とを独占端末５８Ａに通知した
後、このＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占モ
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ードを解除した後にネットワークスキャン処理を終了する。
【００８３】
　（Ｃ）原稿カバー開閉検出・拒否処理
　ＣＰＵ５１は、原稿抜き取り検出・拒否処理を開始すると、図９に示すように、まずカ
バー開閉センサ３８により原稿カバー３５が開放状態にあることが検知されたか否かを判
断し（Ｓ５０１）、原稿カバー３５が閉鎖状態である場合には（Ｓ５０１：Ｎｏ）、この
原稿カバー開閉検出・拒否処理を終了する。
【００８４】
　また、原稿カバー３５が開放状態であった場合には（Ｓ５０１：Ｙｅｓ）、ＡＤＦ読取
に設定されているか否かを判断する（Ｓ５０２）。ＡＤＦ読取に設定されている場合には
（Ｓ５０２：Ｙｅｓ）、続いて原稿読取部３において読取動作が開始されたか否かを判断
する（Ｓ５０３）。読取動作が開始されていた場合には（Ｓ５０３：Ｙｅｓ）、ＡＤＦ３
４による原稿の再読取動作が困難であるため、原稿カバー開放によるエラーが発生した旨
と、スキャン独占モードを解除する旨とを通知する通知信号（警告信号の一例）をネット
ワーク通信部５６から独占端末５８Ａに送信する（Ｓ５０４）。そして、この原稿カバー
開閉検出・拒否処理を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占モードを解除した後にネッ
トワークスキャン処理を終了する。
【００８５】
　また、原稿読取部３において読取動作が開始されていない場合（Ｓ５０３：Ｎｏ）、若
しくはＡＤＦ読取に設定されていない場合（即ちＦＢ読取の場合、Ｓ５０２：Ｎｏ）には
、原稿読取部３において原稿の読取動作を続行することが可能であるため、表示部４３に
スキャン独占モード中である旨を表示するとともに、鳴動部４４から警告音を鳴らすこと
により、原稿カバー３５を開放したユーザに対し警告を行う（Ｓ５０５）。
【００８６】
　次に表示部４３により原稿の再セットと原稿カバー３５の閉鎖を促す表示を行う（Ｓ５
０６）。具体的には、ＡＤＦ読取の場合には、原稿カバー３５を閉めて原稿トレイ３６に
原稿を再セットするように促すメッセージを表示し、ＦＢ読取の場合には、原稿載置部３
３上に原稿を再セットして原稿カバー３５を閉じるように促すメッセージを表示する。
【００８７】
　続いて、カバー開閉センサ３８により原稿カバー３５が開放状態にあることが検知され
るか否かを判断する（Ｓ５０７）。そして、原稿カバー３５が閉鎖状態である場合には、
原稿再セット完了を示すＯＫキーが押されたか否かを判断し（Ｓ５０８）、ＯＫキーが押
された場合には（Ｓ５０８：Ｙｅｓ）、原稿読取部３において読取動作が開始されたか否
かを判断する（Ｓ５０９）。
【００８８】
　そして、読取動作が開始される前であった場合には（Ｓ５０９：Ｎｏ）、原稿カバー３
５が閉じられた旨をネットワーク通信部５６を介して独占端末５８Ａに通知した後（Ｓ５
１０）、この原稿カバー開閉検出・拒否処理を終了する。また、読取動作が既に開始され
ていた場合（この場合はＦＢ読取となる）には（Ｓ５０９：Ｙｅｓ）、原稿読取部３のＣ
ＣＤイメージセンサ４０により原稿載置部３３上の原稿の最初の読取開始位置（原稿の先
頭部分）から読取動作を再開させる（Ｓ５１１）。そして、原稿カバー３５が閉じられた
旨及び読取動作を再開した旨を通知する通信信号をネットワーク通信部５６を介して独占
端末５８Ａに送信し（Ｓ５１２）、この原稿カバー開閉検出・拒否処理を終了する。
【００８９】
　Ｓ５０７にて、原稿カバー３５が開放状態であることが検出された場合（Ｓ５０７：Ｙ
ｅｓ）、若しくはＳ５０８にてＯＫキーが押されていない場合（Ｓ５０８：Ｎｏ）には、
操作部４２にてストップキーが押されたか否かを判断する（Ｓ５１３）。ここで、ストッ
プキーが押されていない場合には（Ｓ５１３：Ｎｏ）、Ｓ５０１で原稿カバー３５の開放
が検出された時点から、原稿カバー閉鎖のタイムアウト時間が経過したかを判断する（Ｓ
５１４）。タイムアウト時間が経過していない場合には（Ｓ５１４：Ｎｏ）、原稿カバー
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３５の閉鎖待ち状態である旨を通知する通知信号をネットワーク通信部５６から独占端末
５８Ａに送信する（Ｓ５１５）。そして、Ｓ５０６に戻り、表示部４３により再び原稿の
再セット及び原稿カバー３５の閉鎖を促す表示を繰り返す。
【００９０】
　Ｓ５１４にて、タイムアウト時間が経過した場合には（Ｓ５１４：Ｙｅｓ）、原稿カバ
ー開放エラーが発生した旨と、スキャン独占モードを解除する旨とを通知する通知信号（
警告信号の一例）をネットワーク通信部５６から独占端末５８Ａに送信する（Ｓ５１６）
。そして、この原稿カバー開閉検出・拒否処理を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占
モードを解除した後にネットワークスキャン処理を終了する。
【００９１】
　また、Ｓ５１３にて、ストップキーが押された場合には（Ｓ５１３：Ｙｅｓ）、表示部
４３にスキャン独占モード中である旨を表示するとともに、鳴動部４４から警告音を鳴ら
すことにより、ストップキーを操作したユーザに対し警告を行う（Ｓ５１７）。
【００９２】
　続いて、表示部４３によりスキャン独占モードを継続するか、強制解除するかをユーザ
に選択させるための表示を行う（Ｓ５１８）。そして、強制解除が選択されなかった場合
（スキャン独占モードの継続が選択された場合）には（Ｓ５１９：Ｎｏ）、Ｓ５０６に戻
り、表示部４３により再び原稿の再セット及び原稿カバー３５の閉鎖を促す表示を繰り返
す。また、スキャン独占モードの強制解除が選択された場合には（Ｓ５１９：Ｙｅｓ）、
Ｓ５１６に進み、原稿カバー開放エラーが発生した旨と、スキャン独占モードを解除する
旨とを独占端末５８Ａに通知した後、この原稿カバー開閉検出・拒否処理を抜け、図５の
Ｓ１１１にてスキャン独占モードを解除した後にネットワークスキャン処理を終了する。
【００９３】
　さて、前述のように、ＣＰＵ５１は、スキャン独占モード処理を開始すると、図６に示
すように、キー操作検出・拒否処理（Ｓ２０１）、ＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理（
Ｓ２０２）、原稿カバー開閉検出・拒否処理（Ｓ２０３）を順に実行する。続いて、ネッ
トワーク通信部５６を介して端末装置５８から読取指令を受信したか否かを判断する（Ｓ
２０４）。読取指令を受信していない場合には（Ｓ２０４：Ｎｏ）、Ｓ２０１に戻って同
様の処理を繰り返す。
【００９４】
　そして、読取指令を受信した場合には（Ｓ２０４：Ｙｅｓ）、その読取指令に含まれる
ＩＤ（認証用情報）が操作部４２にて入力されたＩＤと一致するか否かを判断する（Ｓ２
０５）。両ＩＤが互いに一致しない場合には（Ｓ２０５：Ｎｏ）、その読取指令を送信し
た非独占端末５８Ｂに対し読取指令を拒否する旨をネットワーク通信部５６を介して通知
する（Ｓ２０６）。そして、Ｓ２０１に戻って同様の処理を繰り返す。また、両ＩＤが互
いに一致した場合には（Ｓ２０５：Ｙｅｓ）、読取指令を送信した独占端末５８Ａに対し
その読取指令を受け付ける旨を通知した後（Ｓ２０７）、原稿読取部３により原稿の読取
動作を開始する（Ｓ２０８）。
【００９５】
　続いて、既述のキー操作検出・拒否処理と、原稿カバー開閉検出・拒否処理とを順に実
行する（Ｓ２０９，Ｓ２１０）。そして、非独占端末５８Ｂから読取指令を受信したか否
かを、前述のように読取指令に含まれるＩＤに基づいて判断する（Ｓ２１１）。非独占端
末５８Ｂから読取指令を受信した場合には（Ｓ２１１：Ｙｅｓ）、その読取指令を送信し
た非独占端末５８Ｂに対し読取指令を拒否する旨を通知した後（Ｓ２１２）、Ｓ２０９に
戻って同様の処理を繰り返す。
【００９６】
　また、非独占端末５８Ｂからの読取指令を受信していない場合には（Ｓ２１１：Ｎｏ）
、独占端末５８Ａから読取キャンセル指令を受信したか否かを、読取キャンセル指令に含
まれるＩＤに基づいて判断する（Ｓ２１３）。独占端末５８Ａから読取キャンセル指令を
受信した場合には（Ｓ２１３：Ｙｅｓ）、読取動作のキャンセル（中止）及びスキャン独
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占モードの解除を行う旨を通知する通知信号をネットワーク通信部５６を介して独占端末
５８Ａに送信し（Ｓ２１４）、続いて、読取キャンセル処理を行う（Ｓ２１５）。そして
、このスキャン独占モード処理を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占モードを解除し
、ネットワークスキャン処理を終了する。
【００９７】
　独占端末５８Ａから読取キャンセル指令を受信していない場合には（Ｓ２１３：Ｎｏ）
、原稿読取部３において原稿の読取エラー（原稿のジャムなど）が生じたか否かを原稿読
取部３からの信号により判断する（Ｓ２１６）。読取エラーが生じた場合には（Ｓ２１６
：Ｙｅｓ）、読取エラーが発生した旨とスキャン独占モードを解除する旨を独占端末５８
Ａに通知する（Ｓ２１７）。そして、このスキャン独占モード処理を抜け、図５のＳ１１
１にてスキャン独占モードを解除し、ネットワークスキャン処理を終了する。
【００９８】
　読取エラーが生じていない場合には（Ｓ２１６：Ｎｏ）、原稿の読取が終了したか否か
を判断する（Ｓ２１８）。原稿の読取が終了していない場合には（Ｓ２１８：Ｎｏ）、Ｒ
ＡＭ５３に記憶されている画像データをネットワーク通信部５６を介して独占端末５８Ａ
に送信する（Ｓ２１９）。そして、独占端末５８Ａから画像データの受信応答が有るか否
かを判断し（Ｓ２２０）、受信応答が有れば（Ｓ２２０：Ｙｅｓ）、Ｓ２０９に戻って同
様の処理を繰り返す。また、受信応答が所定時間無ければ（Ｓ２２０：Ｎｏ）、通信エラ
ーが生じた旨とスキャン独占モードを解除する旨とを独占端末５８Ａに通知した後（Ｓ２
２１）、通信エラー復帰処理を行う（Ｓ２２２）。そして、このスキャン独占モード処理
を抜け、図５のＳ１１１にてスキャン独占モードを解除し、ネットワークスキャン処理を
終了する。
【００９９】
　Ｓ２１８にて、原稿の読取が完了した場合には（Ｓ２１８：Ｙｅｓ）、原稿の読取の完
了とスキャン独占モードを解除する旨とを独占端末５８Ａに通知し（Ｓ２１９）、このス
キャン独占モード処理を終了する。
【０１００】
　（端末側ネットワークスキャン処理）
　図１０及び図１１は、端末装置５８におけるＣＰＵ６３の制御による処理の流れを示す
フローチャートである。
【０１０１】
　ＣＰＵ６３は、端末側ネットワークスキャン処理を開始すると、まず表示部６８に読取
設定画面を表示する（Ｓ６０１）。ここで、ユーザにより操作部６７を介してネットワー
クスキャンを行う原稿読取装置（ここでは原稿をセットした複合機１）の選択や読み取り
の解像度などの各種の読取条件が入力され、最後にネットワークスキャン開始の指示が入
力される。続いて、ユーザにより選択された複合機１がスキャン独占モード中か否かを判
断する（Ｓ６０２）。スキャン独占モード中でない場合には（Ｓ６０２：Ｎｏ）、スキャ
ン機能の独占を行わずにネットワークスキャンを実行する通常スキャン処理を実行する（
Ｓ６０３）。そして、終了処理を実行して（Ｓ６１４）、この端末側ネットワークスキャ
ン処理を終了する。
【０１０２】
　また、ユーザにより選択された複合機１がスキャン独占モード中であった場合には（Ｓ
６０２：Ｙｅｓ）、その複合機１に対し、読取指令をネットワーク通信部６９を介して送
信する（Ｓ６０４）。なお、この読取指令には、前述の読取条件や、この端末装置５８ま
たはユーザのＩＤが含まれている。
【０１０３】
　続いて、複合機１より読取指令受付通知（図６のＳ２０７参照）を受信したか否かを判
断し（Ｓ６０５）、読取指令受付通知を受信していない場合には（Ｓ６０５：Ｎｏ）、次
の通知受信処理を実行する（Ｓ６０６）。
【０１０４】
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　（Ａ）通知受信処理
　この通知受信処理では、複合機１から各種の通知を受信した際の対応処理を行う。まず
ＡＤＦ原稿の再セット待ち状態である通知（図８のＳ４０３，Ｓ４１１参照）を受信した
場合には（Ｓ７０１：Ｙｅｓ）、表示部６８にＡＤＦ原稿の再セット待ち状態である旨の
表示を行う（Ｓ７０２、警告動作の一例）。そして、複合機１より再セット完了の通知（
図８のＳ４０８参照）を受信した場合には（Ｓ７０３：Ｙｅｓ）、表示部６８にＡＤＦ原
稿の再セットが完了した旨の表示を行う（Ｓ７０２）。再セット完了の通知が所定時間無
ければ（Ｓ７０３：Ｎｏ）、ＡＤＦ原稿の抜取エラーが発生した旨を表示し（Ｓ７０５）
、複合機１に読取キャンセル指令を送信した後（Ｓ７０６）、この通知受信処理を抜け、
図１０のＳ６１４にて終了処理を行って、端末側ネットワークスキャン処理を終了する。
【０１０５】
　また、原稿カバー閉鎖待ちの通知を受信した場合（Ｓ７０７：Ｙｅｓ）には、表示部６
８に原稿カバー閉鎖待ちである旨を表示する（Ｓ７０８、警告動作の一例）。そして、複
合機１より原稿カバーの閉鎖の通知を受信した場合には（Ｓ７０９：Ｙｅｓ）、表示部６
８に原稿カバーが閉鎖された旨を表示する（Ｓ７１０）。そして、原稿読取部３において
読取動作が既に開始されている場合には（Ｓ７１１：Ｙｅｓ）、読取動作を自動再開する
旨を表示し（Ｓ７１２）、ＲＡＭ６５に記憶される画像データの削除などの読取再開処理
を行う（Ｓ７１３）。
【０１０６】
　また、Ｓ７０９にて、原稿カバーの閉鎖通知が所定時間無い場合には（Ｓ７０９：Ｎｏ
）、原稿カバー３５の開放エラーが生じた旨を表示部６８に表示し（Ｓ７１４）、複合機
１に読取キャンセル指令を送信した後（Ｓ７０６）、この通知受信処理を抜け、図１０の
Ｓ６１４にて終了処理を行って、端末側ネットワークスキャン処理を終了する。
【０１０７】
　次に、複合機１からエラー通知等、上記以外の通知を受信した場合（Ｓ７１６：Ｙｅｓ
）には、表示部６８にその通知内容に対応した表示を行う（Ｓ７１７）。この通知とは、
具体的には、複合機１からの読取キャンセル通知（Ｓ２１４，Ｓ３０９参照）、読取エラ
ー通知（Ｓ２１６参照）、通信エラー通知（Ｓ２２１参照）、原稿抜取エラー通知（Ｓ４
１２参照）、原稿カバー開放エラー通知（Ｓ５０４，Ｓ５１６参照）、及びスキャン独占
モード解除通知（Ｓ２１４，Ｓ２１７，Ｓ２２１，Ｓ２２３，Ｓ３０８，Ｓ３０９，Ｓ４
１２，Ｓ５０４，Ｓ５１６参照）である。その後、この通知受信処理を抜け、図１０のＳ
６１４にて終了処理を行って、端末側ネットワークスキャン処理を終了する。また、これ
らの通知を受信していない場合には（Ｓ７１６：Ｎｏ）、この通知受信処理を終了する。
【０１０８】
　さて、ＣＰＵ６３は、前述のように、図１０のＳ６０５にて、読取指令受付通知を受信
していない場合には（Ｓ６０５：Ｎｏ）、上述の通知受信処理を実行し（Ｓ６０６）、通
知受信処理を終了した後、Ｓ６０５に戻って同様の処理を繰り返す。そして、読取指令受
付通知を受信した場合には（Ｓ６０５：Ｙｅｓ）、操作部６７より読取キャンセル操作が
行われたか否かを判断し（Ｓ６０７）、読取キャンセル操作が行われた場合には（Ｓ６０
７：Ｙｅｓ）、複合機１へ読取キャンセル指令を送信した後（Ｓ６０８）、終了処理を行
って（Ｓ６１４）、この端末側ネットワークスキャン処理を終了する。
【０１０９】
　読取キャンセル操作が行われていない場合（Ｓ６０７：Ｎｏ）には、続いて複合機１か
ら画像データが受信されたか否かを判断する（Ｓ６０９）。画像データの受信されていな
い場合には（Ｓ６０９：Ｎｏ）、前述の通知受信処理を実行した後（Ｓ６１０）、Ｓ６０
９に戻り同様の処理を繰り返す。そして、画像データが受信されたところで（Ｓ６１０：
Ｙｅｓ）、複合機１へ画像データの受信応答を送信する（Ｓ６１１）。その後、複合機１
から読取終了通知（Ｓ２２３参照）を受信したか否かを判断し（Ｓ６１２）、読取終了通
知を受信していない場合には（Ｓ６１２：Ｎｏ）、Ｓ６０７へ戻って同様の処理を繰り返
す。
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【０１１０】
　複合機１から読取終了通知を受信した場合には（Ｓ６１２：Ｙｅｓ）、複合機１からス
キャン独占モード解除通知（Ｓ２２３参照）を受信したか否かを判断し（Ｓ６１３）、ス
キャン独占モード解除通知を受信したところで（Ｓ６１３）、終了処理を行い（Ｓ６１４
）、この端末側ネットワークスキャン処理を終了する。
【０１１１】
　４．本実施形態の効果
　ネットワークスキャン処理を実行する際に、操作部４２の入力操作や、原稿トレイ３６
からの原稿の取り出し、あるいは原稿カバー３５の開放操作といったスキャン阻害操作が
検出された場合には警告が行われる。これにより、ユーザが適宜、ネットワークスキャン
を続行あるいは中止させるための処置を行うことが可能となる。
【０１１２】
　また、読取動作中に原稿カバー３５が開放されると、読み取りが正常に行われない可能
性があるため、読取動作を停止することが望ましい。
【０１１３】
　また、読取動作の中断後、原稿カバー３５が閉じられた場合には、ユーザが複合機１に
戻って再び通信スキャンのための操作を行わなくても読取動作を再開させることができる
ため、使い勝手が良い。
【０１１４】
　また、原稿カバー３５が閉じられた後、読取動作を再開した場合には、原稿の位置が移
動したり、原稿が他の原稿に変えられたりという不都合がある可能性もあるので、読取動
作が再開されたことをユーザが把握できるようにすることが望ましい。
【０１１５】
　また、読取動作の再開時に、原稿の読み取りを中断した位置から開始すると、中断中に
原稿の位置が移動することにより読み取られた画像データの画像が一部欠落する等の可能
性がある。本構成では、再び最初の読取開始位置から読み取りを行うため、画像データの
欠落等を防止することができる。
【０１１６】
　また、スキャン阻害操作が行われた際の警告を、複合機１に設けられた表示部４３の表
示または鳴動部４４の鳴動によって行うため、スキャン阻害操作を行ったユーザに対して
効果的な警告を行うことができる。
【０１１７】
　また、スキャン阻害操作が行われた際に、ネットワーク通信部５６により端末装置５８
へ通信信号（警告信号）を送信することで、複合機１から離れた場所にいるユーザにも警
告を行うことができる。これにより、スキャン阻害操作が行われたために、ユーザが所望
の画像データを得られない可能性があることを把握することができる。
【０１１８】
　また、端末装置５８から送信された読取指令が特定の認証用情報を有する場合にのみ、
その端末装置５８に対して画像データを送信するため、誤った端末装置５８に画像データ
を送信してしまう事態を防止できる。
【０１１９】
　また、ネットワークスキャン処理を実行する際に、ユーザによって入力されるＩＤ（認
証用情報）と端末装置からの読取指令が有するＩＤとが一致することを条件に、画像デー
タの送信を許可するため、複合機１を多数のユーザが使用する場合でも、画像データの誤
送信が確実に防止できる。
【０１２０】
　また、ネットワークスキャン処理をユーザの指示によりキャンセルすることができるた
め、使い勝手が良い。
【０１２１】
　また、ＩＤ（認証用情報）を入力したユーザのみがネットワークスキャン処理のキャン
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セルを行うことができるため、他のユーザによりネットワークスキャン処理がキャンセル
されることが防止される。
【０１２２】
　また、複合機１と端末装置５８との間の通信ができない状態においては、正常に通信ス
キャンを実行することができないため、通信スキャン処理を中止することが望ましい。
【０１２３】
　また、読取エラーが生じた場合には、正常に通信スキャンを実行することができないた
め、通信スキャン処理を中止することが望ましい。
【０１２４】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）　上記実施形態では、原稿読取装置及び画像形成装置の一例として、原稿載置部、
原稿搬送機構及び印刷手段を備えた複合機を示したが、本発明は、印刷手段を備えていな
い原稿読取装置にも適用することができ、また、読取手段として、原稿載置部のみ、ある
いは原稿搬送機構のみを備えた原稿読取装置または画像形成装置にも適用することができ
る。
【０１２５】
（２）　通信スキャン処理を行う際に、キー操作が行われた場合に、その旨を通知する警
告信号を端末装置へ送信する構成としても良い。
（３）　ユーザが操作部から入力する認証用情報としては、例えばパスワードを入力する
ようにしても良く、この場合、端末装置から送信された読取指令に含まれるパスワードと
、照合して画像データを送信を許可するようにしても良い。
（４）　上記実施形態では、非独占端末からスキャン独占モードの解除を行うことができ
ないが、本発明によれば、非独占端末からのスキャン独占モードの解除指令によりスキャ
ン独占モードを解除するように構成しても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】本発明の複合機の外観を示す斜視図
【図２】原稿カバーを上げた状態を示す複合機の斜視図
【図３】本体部の概略構成を示す断面図
【図４】複合機の電気的構成を概念的に示すブロック図
【図５】ネットワークスキャン処理の流れを示すフローチャート
【図６】スキャン独占モード処理の流れを示すフローチャート
【図７】キー操作検出・拒否処理の流れを示すフローチャート
【図８】ＡＤＦ原稿抜き取り検出・拒否処理の流れを示すフローチャート
【図９】原稿カバー開閉検出・拒否処理の流れを示すフローチャート
【図１０】端末側ネットワークスキャン処理の流れを示すフローチャート
【図１１】通知受信処理の流れを示すフローチャート
【符号の説明】
【０１２７】
１...複合機（原稿読取装置、画像形成装置）
３...原稿読取部（読取手段）
５...用紙（被記録媒体）
１０...画像形成部（印刷手段）
３３...原稿載置部
３４...ＡＤＦ（原稿搬送機構）
３５...原稿カバー
３６...原稿トレイ
３８...カバー開閉センサ（カバー開閉検出手段）
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３９...原稿センサ（原稿検出手段）
４２...操作部
４３...表示部（表示手段、警告手段）
４４...鳴動部（鳴動手段、警告手段）
５１...ＣＰＵ（通信スキャン制御手段、通信監視部）
５６...ネットワーク通信部（通信手段）
５７...通信回線
５８...端末装置
６７...操作部（指令入力手段）
６９...ネットワーク通信部（端末側通信手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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